
野鳥における鳥インフルエンザの対応について 
 

１ 全国の野鳥における高病原性鳥インフルエンザ確定件数（飼育鳥類、糞便、水検体含む） 

○全国の野鳥等における確定検査陽性の確認件数（飼育鳥類、糞便、水検体含む） 

２１道府県 ２１４件（平成２９年２月２８日現在） 

○県内における野鳥の鳥インフルエンザ検査状況 

番

号 
場所 種名 回収日 確定検査 

野鳥監視重点

区域指定 

１ 豊橋市下条東町 ヒドリガモ １／ ３ Ｈ５Ｎ６亜型（1／13公表） １／３ 

２ 西尾市東幡豆町 ホシハジロ １／ ４ Ｈ５Ｎ６亜型（1／13公表） １／４ 

３ 西尾市東幡豆町 スズガモ １／ ６ Ｈ５Ｎ６亜型（1／20公表） １／4 

４ 西尾市吉良町 ホシハジロ １／１１ Ｈ５Ｎ６亜型（1／27公表） １／１７ 

５ 蒲郡市海陽町 スズガモ １／３１ Ｈ５Ｎ６亜型（2／6公表） １／３１ 

※１ 飼養鳥等については、東山動植物園で１２件の確定検査陽性（飼育鳥１０羽、飼育施設の水２件）。 

※２ 検査のフローは、別表１を参照。 

 

２ 国の動き 

○ 平成28年11月21日 対応レベルをレベル３へ引き上げ 

 

 

 

３ 本県の対応 

（１）通常時（国レベル１、２、３）の対応 

「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」（環境省自然

環境局）で定める国レベルに応じて、次のとおり対応。 

項目 国レベル１ 国レベル２、３ 

野鳥に関する情報収集   

  生息状況調査 ・事務所が死亡野鳥の情報収集 

・野鳥の糞便調査（10、11、1、

3月） 

・同左 

・野鳥の鳥インフルエンザの情報収集 

・カモ類の糞便調査が可能な場所の把

握（警戒時の環境省調査の準備） 

 情報の一元管理 ・事務所から死亡野鳥の状況を

四半期毎に収集 

・同左 

・市町村、農林水産部等への各レベル

に応じた対応を文書通知 

死亡野鳥調査 ・死亡野鳥の発見時に、事務所

が取得し、家畜保健衛生所で

簡易検査実施（※） 

・同左 
 

 

※ 死亡羽数の検査の必要性の判断基準（別表２）、対象となる野鳥の種（別表３） 

 

【参 考】  国レベル１：国内で発生のない場合 

国レベル２：国内の家きんや野鳥で感染が確認された場合（単発時） 

国レベル３：国内の家きんや野鳥で感染が確認された場合（国内複数箇所） 

検査基準のレベルアップ（少ない
羽数の死亡野鳥で検査実施） 

 

 

（２）警戒時の対策 

ア 警戒時の判断基準 

○  県内に、国マニュアルに基づく野鳥監視重点区域が指定されたとき（県外で発生し、

県内の区域が野鳥監視重点区域に指定された時を含む。）。 

イ 自然環境課の対応 

○ 環境部長を本部長とする「環境部鳥インフルエンザ対策本部」を設置。 

○ 簡易検査又は遺伝子検査、確定検査で陽性となった場合は、公表を行う。 

○ 市町村などを通じて、鳥インフルエンザによる野鳥や家きん等の死亡が発生した場

所などの情報を収集する。 

○ 鳥インフルエンザに関する基礎情報をホームページなどで広く県民に周知。 

ウ 各県民事務所の対応 

○ 環境省が設置する野鳥監視重点区域（野鳥回収場所を中心とした半径10km圏内の区

域）の野鳥の監視地点を事前にリストアップ。 

○ 自然環境課及び環境省中地方環境事務所と協議し、同区域内の監視地点を決定のう

え、監視・パトロールを実施。 

○ 通常時と同様に、死亡野鳥の回収及び家畜衛生保健所での簡易検査の実施。 

エ 公 表 

○ 簡易検査、遺伝子検査、確定検査で陽性となった場合、環境省と県が３時間以内に

同時公表。環境部は、農林水産部が連名で、記者発表を行う。 

 

４ 関係機関との連携 

（１）環境省関係 

○ 同省が実施する確定検査で高病原性鳥インフルエンザが確定した場合、環境省から

野鳥緊急調査チームが派遣され、鳥類の生息状況調査、死亡野鳥調査等を実施。 

（２）農林水産部関係 

○ 家きんにおいて発生した場合は、愛知県鳥インフルエンザ緊急対策会議（議長：知

事、環境部長は構成員）が開催される。 

○ 家きんで鳥インフルエンザが発生した場合でも、野鳥で発生した場合と同様の対応

を実施。

参考資料４ 

１ 
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別表３（野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル（環境省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ リスク種については今後の発生状況、知見の集積等により見直し、毎年シーズンの始めに環境省から通

知する。シーズン中も状況に応じて追加、通知する。 

※ リスク種については、必ずしも感受性が高い種のみを選定しているわけではなく、発見しやすさや、近

縁種での感染例による予防的な選定等も含む。 

※ リスク種１に該当しない希少種について、その希少性や生息状況等によっては、上記の表に示す羽数で

なくても把握をすべき場合も想定されることから、必要に応じて、地方環境事務所に相談する（地方環境

事務所は必要に応じて本省野生生物課に相談する）。 

*  重度の神経症状とは、首を傾けてふらついたり、首をのけぞらせて立っていられなくなるような状態で、

正常に飛翔したり、採食したりすることはできないもの。 

２ 


